町有財産売買契約書
　売払人　高岡郡中土佐町（以下「甲」という。）と買受人　　
（以下「乙」という。）とは、次の条項により中土佐町有財産の売買契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
（売買物件）　
第２条　売買物件は、次のとおりとする。　
	所在地
	地目
	面積

	
	
	


（売買代金）
第３条　売買代金は、金 　　　　　　円とする。
（代金の支払）
第４条　乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により令和　年　月　日までに甲に支払わなければならない。　
（所有権移転及び登記の嘱託）
第５条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時乙に移転するものとする。
２．所有権移転後、乙は遅滞なく表示・保存登記を行うものとする。
（売買物件の引渡）
第６条　甲は、売買物件の所有権が移転した日から30日以内で両者の定める日に当該物件をその所在する場所において乙に引渡し、乙は、当該物件の受領書を甲に提出するものとする。
  　２．乙は、売買物件の引受けについては、甲の指示に従わなければならない。
（危険負担等）
第７条　乙は、この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、当該物件がその責に帰することのできない事由により滅失またはき損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求できるものとし、当該物件の所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失またはき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
  　２．乙は、この契約締結後売買物件に数量の不足その他かくれた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減免もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができないものとする。
（契約解除）
第８条　甲は、乙がこの契約に定める義務の履行しないときは、この契約を解除することができる。
（損害賠償）
第９条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
（紛争の解決）

第１０条　この契約に関し、第三者から異議の申し立て等があったときは、すべて乙の責任において解決するものとする。

（契約及び登記の費用）
第１１条　この契約及び登記に要する費用は乙の負担とする。
（疑義の決定）
第１２条　この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえさだめるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各々１通を保有するものとする。
      　令和　　年　　月　　日
         　 売　払　人  　中土佐町長
            　　　　　    
	


            買　受　人
            　住　所      
            　氏　名      
